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「取引所為替証拠金取引説明書」の一部改正について 

                                     下 線 部 変 更 

 （平成 25 年 10 月 28 日） 

現 行 変 更 後 

（表紙） 

平成 24 年 12 月 

 

取引所為替証拠金取引の仕組みについて 

 

☆取引の方法 

（省 略） 

（新 設） 

 

 

（省 略） 

①～③   （省 略） 

④決済日は、中国人民元、インドルピーおよび韓国

ウォンは取引の 7 取引日の付合せ時間帯開始時の

属する暦日、その他通貨は取引の翌々取引日の付

合せ時間帯開始時の属する暦日を原則とします。

ただし、日本の銀行の休業日、通貨組合せの外国

通貨の母国市場または米国市場の休業日等によ

り、決済日が繰延べられる場合には、取引所が別

途通知を行います。 

 

金融商品取引業者である当社の概要等 

および苦情受付・苦情処理・紛争解決 
 

(1)当社の概要 

◇業務の種類：第一種金融商品取引業 

第二種金融商品取引業 

 

◇沿  革 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表紙） 

平成 25 年 10 月 

 

取引所為替証拠金取引の仕組みについて 

 

☆取引の方法 

（現行どおり） 

※対日本取引のうち、中国人民元、インドルピー及

び韓国ウォンについては、平成 25年 11 月 29 日から、

当分の間、上場が休止されます。 

（現行どおり） 

①～③   （現行どおり） 

④決済日は、取引の翌々取引日の付合せ時間帯開始

時の属する暦日（中国人民元、インドルピー及び

韓国ウォンは取引の７取引日後の付合せ時間帯開

始時の属する暦日を原則とします。ただし、日本

の銀行の休業日、通貨組合せの外国通貨の母国市

場または米国市場の休業日等により、決済日が繰

延べられる場合には、取引所が別途通知を行いま

す。 

 

金融商品取引業者である当社の概要等 

および苦情受付・苦情処理・紛争解決 
 

(1)当社の概要 

◇業務の種類：第一種金融商品取引業 

第二種金融商品取引業 

投資助言業 

◇沿  革 

平成 24 年 11

月 

スター為替証券株式会社の店

頭為替証拠金取引事業を吸収

分割により承継 

平成 24 年 12

月 

スター為替証券株式会社の取

引所為替証拠金取引事業、取

引所株価指数証拠金取引事業

を吸収分割により承継吸収分

割により承継 

三田証券株式会社の取引所為
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現 行 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇   （省 略） 

◇加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会、

日本証券業協会 

 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の

概要 

（省 略） 

【CFD】（店頭デリバティブ）取引 

当社とお客様とが相対で行う CFD（店頭デリバテ

ィブ）取引「インヴァスト CFD」について、オン

ライン取引を提供させていただいております。 

（省 略） 

 

【別紙】 

☆   （省 略） 

 

☆レバレッジ選択機能 

(1)   （省 略） 

(2) 証拠金とロスカット 

（省 略） 

①   （省 略） 

②ロスカット判定される有効証拠金は、

95,200 円（34,000＋85,000）×80％）を

下回った場合となります。 

 

（以下省略） 

 

平成 24 年 12 月 3 日 

 

替証拠金取引事業を吸収分割

により承継 

平成 25 年 07

月 

東京証券取引所と大阪証券取

引所の市場統合により、東京

証券取引所「ＪASDAQ（スタン

ダート）」へ上場変更 

平成 25 年 08

月 

投資助言・代理業の登録 

◇   （現行どおり） 

◇加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会、

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協

会 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の

概要 

（現行どおり） 

（削 除） 

 

 

 

（現行どおり） 

 

【別紙】 

☆   （現行どおり） 

 

☆レバレッジ選択機能 

(1)   （現行どおり） 

(2) 証拠金とロスカット 

（現行どおり） 

①   （現行どおり） 

②ロスカット判定される有効証拠金は、

95,200 円（34,000＋85,000）×80％）以

下となります。 

 

（以下現行通り） 

 

平成 25 年 10 月 28 日 

 

 


